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第７６号議案 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

   令和３年度白石市一般会計補正予算（専決第１７号） 

    （令和３年１０月１４日専決） 

  令和３年１１月２６日 

白石市長 山 田 裕 一 
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第７７号議案 

   白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和３年１１月２６日 

                      白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例 

第１条 白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４

３年白石市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項ただし書中「１００分の１６７．５」を「１００分の１５

７．５」に改める。 

第２条 白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  第５条第２項ただし書中「１００分の１５７．５」を「１００分の１６

２．５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年

４月１日から施行する。 
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第７８号議案 

   白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和３年１１月２６日 

                      白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 白石市特別職の職員の給与に関する条例（昭和４２年白石市条例第

２号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項ただし書中「１００分の１６７．５」を「１００分の１５

７．５」に改める。 

第２条 白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  第５条第１項ただし書中「１００分の１５７．５」を「１００分の１６

２．５」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年

４月１日から施行する。 
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第７９号議案 

   白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和３年１１月２６日 

                      白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 白石市職員の給与に関する条例（昭和２９年白石市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

  第２０条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１２．５

」に改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１２

．５」に、「１００分の７２．５」を「１００分の６２．５」に改める。 

第２条 白石市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２０条第２項中「１００分の１１２.５」を「１００分の１２０」に

改め、同条第３項中「１００分の１１２.５」を「１００分の１２０」に

、「１００分の６２．５」を「１００分の６７．５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年

４月１日から施行する。 
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第８０号議案 

   白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和３年１１月２６日 

                      白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年白石

市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１２．５」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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